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日本学術会議の政府への従属を招いてはならない 
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私たち世界平和アピール七人委員会は、2020 年 10 月、当時の菅義偉首相による日本学術会

議会員候補者 6 人の任命拒否が明らかになった 1 週間後に、これを許容できないとするアピー

ルを発表した。政府は任命拒否を今日まで撤回せず、拒否の理由も説明しないままであり、私た

ちはこの任命拒否を、今も認めることはできない。 

 その一方で、政府と自由民主党は任命拒否問題を学術会議改革の問題にすり替えて、内閣府

に「日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会」を設けて検討を進め、去る 12 月 20 日に「日

本学術会議の在り方に関する有識者懇談会最終報告書」を公表するに至った。 

この懇談会に対し、日本学術会議は会長名の文書「法人化をめぐる議論に対する日本学術会

議の懸念」（2024 年 2 月 9 日）を提出・説明し、続いてその理由を詳述するための「より良い役割

発揮のためのナショナルアカデミーの設計コンセプトについて」（2024 年 10 月 31 日）、および学

術会議の自主性を根本から否定する会員選出方法の導入に反対を表明した「日本学術会議の会

員選考に関する方針」（2024 年 11 月 26 日）を日本学術会議幹事会で決定して提出・説明した。

私たちはこれら 3 文書を全面的に支持する。ここには、学術会議が、世界のアカデミーに伍して、

国内外で健全な活動をおこなうために不可欠な問題点が書かれているからである。しかし上記の

懇談会最終報告書では、遺憾ながらこれらは無視されたままである。 

 私たちは、日本学術会議が 4 年以上にわたって行ってきた政府との真摯な話し合いの努力を支

持してきた。現段階の政府の動きには、日本学術会議の息の根を止めようとする意図が読み取

れる。私たちは、日本学術会議が政府の動きに安易に同調することなく、可能な限り速やかに総

会を開催して、上記の 3 文書を再確認し、その内容を完全に実現すべく、粘り強く政府との対話を

進めることを求める。さらに日本学術会議が、学協会、全国の研究者、国民に、問題点を丁寧に

わかりやすく説明し、意見と支援を求めていくことを要望する。 

連絡先： https://worldpeace7.jp 
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日本学術会議会員の任命拒否は許容できない 
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日本学術会議（以下学術会議と略）は、2020 年 10 月 1 日から 3 年間の新しい期（第 25期）

を開始した。10 月 2 日の総会第 2 日に菅義偉内閣総理大臣に「推薦した会員候補者が任命さ

れない理由」の説明を求め、「推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やか

な任命」を求めることを決定して要望書を提出した。 
これは、学術会議が日本学術会議法に基づいて手順を重ねて 105 人の新会員候補を 8 月末に

推薦したのに対し、内閣総理大臣が 6 人を外して任命し、除外の理由の問い合わせに答えない

ことが判明し、科学者の間だけでなく社会的に大きな批判の波紋が広がっているのに、「判断を変

えることはない」と強弁し続けていることに対するものである。 
私たちはこの要望書を支持する。 

学術会議は、日本学術会議法によって規定された、わが国の科学者を内外に対して代表する機

関であり、科学の発展を図り、我が国の行政や産業、社会に科学を反映浸透させ、政府や社会に

対して助言や提言を行なう役割を担っている。首相の所轄ではあるが「独立した機関」として職務

を行なうものとされ、自律性を担保するため、会員はあくまで学術会議の「推薦に基づいて」内閣

総理大臣が任命することが定められている。 
今回の首相による恣意的な会員任命拒否は、日本学術会議法と明白に矛盾し、選挙制度から推

薦任命制度に法律改定された際の「人事に介入しない」旨の国会答弁とも合致しない。 
首相は、「（会議の）総合的、俯瞰（ふかん）的活動を確保する観点から」人事を判断したと述べた

が、これは説明になっていない。学術会議による会員の選考推薦は、規則に従ってさまざまな学

術分野、地域、ジェンダー、経歴、能力特性等を考慮し、まさに総合的・俯瞰的な観点から責任を

もって行われており、この人選は政治家や官僚によってなしうるものではない。 
学術会議は、「科学者の代表機関」の重みと社会に対する責任を一層自覚し、外部の声にも耳を

傾け、自ら改革を重ねていかなければならず、それは必ず可能であると考える。 
今回の人事介入のようなことがまかり通れば、学問の自由だけではなく、思想・良心の自由や表

現の自由も脅かされる。どんな命令でも、理由は聞かず黙って従えというのであれば、社会は委

縮し、多様性は失われ、全体主義国家に向かいかねないので、けっして容認できるものではな

い。 

 


